
犬を登録される方へ 
飼い犬に関するトラブルや苦情のないまちづくりのために 

 
飼い犬に関するトラブルや苦情は、そのほとんどが飼い方に原因があります。 

犬の習性を理解して適正に飼いましょう 
 

 

○散歩時のフンは持ち帰りましょう○ 
 

飼い犬に関する苦情の中で一番多いのが、犬のフンの不始末です。 

散歩は、犬にとってストレス解消と夜泣きの予防に必要なことですが、路上などにフンが

放置されることで多くの人が迷惑しています。犬が散歩時にしたフンは飼い主が適正に処

理するよう定めてあります。 

適正に処理とは、あぜ道や畑、公園などに捨てること 

ではありません。フンは必ず持ち帰りましょう。散歩から持 

ち帰ったフンは、自分の家の庭等で処理してください。 

フンを片付けるのが面倒な方は、散歩時にフンをしない 

ようにしつけることをお勧めします。 

 

 

○放し飼いはやめましょう○ 
 

 放された犬による咬傷事件が多発しています。小さいから、おとなしいから大丈夫と思

っていませんか。しかし犬が嫌いな人や子どもにとっては大変な恐怖です。絶対に放し飼

いはやめましょう。 

 

【放し飼いによる事件例】 

① 普段おとなしい犬が、子どもを目下と判断して 

咬傷事件を起こした例。 

② 犬が突然道路に飛び出し、避けようとした車が 

事故を起こし管理責任を問われた例。 

など、多数あります。 

 

また、飼い犬が居なくなった、保護した等の届出も多くなっており、そのほとんどが未解

決のままです。しかも、保護された犬は１～２週間程度係留された後、最悪殺処分となり

ますので、犬はしっかりと係留しましょう。また、犬をつないでいる綱や鎖は切れやすくなっ

ていないか定期的にチェックしたり、室内犬であっても外に出ないよう注意が必要です。 

首輪等に鑑札を付けるか鑑札の番号を書いておくと、犬が保護されたときに飼い主の

特定が容易です。 

 



 

○しつけをしましょう○ 
 

 もともと犬は群で行動する動物です。現在の犬たちにとっては、家族が群であり、飼い

主がリーダーとなります。しかし、しつけをしていない犬は自分がリーダーであると思い込み、

飼い主に逆らったり問題行動を起こすようになりますが、結局リーダーにはなれないので、

ストレスがたまる結果になります。 

 また、しつけは人間社会のルールを教えることであり、人間との 

コミュニケーションをとる手段でもあります。しつけは、子犬のとき 

が好ましいですが、成犬になってからでも遅くはありません。 

愛情を持ってしつけましょう。 

 
 
 

○最後まで責任を持って飼いましょう○ 
 

 野犬による家畜や農作物への被害が多く発生しており、野犬のほとんどが元飼い犬か

野犬化した飼い犬の子どもです。野犬化した犬は、満足な食事にありつけないばかりか人

間に追われたり最悪自動車にひかれたりと不幸な一生を送りかねません。 

不幸な犬にしないよう生涯飼いましょう。 

 また、産まれたばかりの子犬の引取り依頼（市役所では受け付けできません）も少なくあ

りません。産まれた子犬を飼う意思がなく責任が持てない場合は、避妊手術をしましょう。 

 

 

《犬が居なくなったり、犬を保護した場合は、最寄の市町村役場、保健所、警察署に連絡しましょう》 
 

 
犬の登録や狂犬病注射、その他、犬に関することは下記までお問い合わせください。 

 

合志市役所 環境衛生課 TEL096-248-1202 

菊池保健所 衛生環境課 TEL0968-25-4155 
 
 


